
　　　当院では、看護学校に通う方を対象に奨学金制度を実施しています。
　　　現在、平成29年、30年度卒業予定の方を募集しています。

現在看護師を目指し在学中で、将来当院並び当法人で勤務を希望される方
（看護大学、短大、専門学校、看護専攻科）

問 い 合 わ せ
医療法人　三星会　大倉山記念病院

看護部長　高橋　由美子　／人事担当　柴沼　頼孝

電話　０４５－５３１－２５４６
E-mail :shibanuma@ymg.gr.jp

奨学金制度について
１．奨学金制度は、看護師を目指す方のために学費の援助をする制度です。

２．当院の奨学金制度をご希望される方は、親権者の同意が必要です。
　　また、奨学金貸与に関する契約を締結いただきます。

３．奨学金は、原則月額５万円を毎月指定の口座にお振込み致します。
　　振込期間は、契約期間（在学中の期間）と致します。ご家族の負担を少し
　　でも軽減し、楽しい学生生活を送って下さい。

４．奨学金の返済は、看護師資格を取得後、奨学金を受けた年数を当院で
　　勤務すれば返済の必要はありません。

５．奨学金の年限終了前に退職をされる場合は、残期間に相当する金額
　　を返済いただきます。

６．留年又は国家試験に不合格の場合は、１年間看護助手として勤務
　　頂きます。２回目の試験も不合格の場合は、奨学金を返済いただき
　　ます。留年の場合、その年度の奨学金の支給は停止致します。翌年進級
　　の時に奨学金を再開致します。

７．入職時の給与については、奨学金受給者も一般の方も条件は全く同じで
　　す。将来当院に勤務を希望される方には、是非お勧め致します。

そ 　の 　他

　奨学金規定の他に希望がある場合は、個別にご相談させていただきます、

また、進路指導の先生および担任の先生にご相談下さい。
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